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決算特別委員会会議録 

 

日時      平成２３年１０月２５日（火）  開会時間 午前１０時０１分 

                        閉会時間 午後 ２時５７分 

 

場所      北別館５０７会議室 

 

委員出席者   委 員 長  石井 脩德 

        副委員長  山田 一功 

        委  員  前島 茂松  皆川 巖   望月 清賢  鈴木 幹夫 

              望月 勝   白壁 賢一  齋藤 公夫  山下 政樹 

  早川 浩   永井 学   土橋 亨    飯島 修 

  望月 利樹  安本 美紀  小越 智子 

 

委員欠席者   武川 勉 

 

説明のため出席した者 

企画県民部長 丹澤 博  企画県民部理事 河野 義彦  企画県民部次長 藤江 昭 

企画課長 相原 繁博  世界遺産推進課長 市川 満   

北富士演習場対策課長 中田 政孝  情報政策課長 伏見 健  統計調査課長 前嶋 修 

県民生活・男女参画課長 小松 万知代  消費生活安全課長 前沢 喜直 

生涯学習文化課長 青嶋 洋和  国民文化祭課長 平井 敏男 

 

リニア交通局長 小池 一男  リニア交通局次長 矢島 孝雄 

リニア推進課長 田中 俊郎  交通政策課長 大柴 節美 

 

産業労働部長 新津 修  産業労働部理事 小田切 一正  産業労働部次長 堀内 浩将 

産業労働部次長（産業集積推進課長事務取扱） 高根 明雄  産業政策課長 望月 明雄 

海外展開・成長分野推進室長 内藤 正浩  商業振興金融課長 赤池 隆広 

産業支援課長 藤本 勝彦  労政雇用課長 塚原 稔  産業人材課長 二茅 達夫 

 

出納局次長（会計課長事務取扱） 吉田 泉    

 

公営企業管理者 中澤 正徳  企業理事 西山 学  技監 石原 茂 

総務課長 山縣 勝美  電気課長 仲山 弘 

 

 

議題   認第１号 平成２２年度山梨県一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定の件 

     認第２号 平成２２年度山梨県公営企業会計歳入歳出決算認定の件 

 

 

審査の概要   午前１０時０１分から午後１時４８分まで企画県民部、リニア交通局及び産業労働

部関係（午前１１時５９分から午後１時１４分まで休憩をはさんだ）、午後２時０８

分から午後２時５７分まで企業局関係の部局審査を行った。 
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質疑質疑質疑質疑   企画県民部企画県民部企画県民部企画県民部、、、、リニアリニアリニアリニア交通局交通局交通局交通局、、、、産業労働部産業労働部産業労働部産業労働部関係関係関係関係    

 

（リニアを活用した県土づくりの推進について） 

皆川委員  リニア交通局に対しまして 1 点お伺いしたいと思います。説明書のリの３ペー

ジ、企画総務費のリニアを活用した県土づくり推進費、５０２万８,０００円で

ございますけれども、主要成果説明書の１５０ページに、リニア周辺まちづくり

調査を実施するというふうに書いてあるのですが、昨年度はまだリニアの駅の建

設場所は４圏域ぐらいにしか絞られていなかったはずです。最近やっと甲府圏域

になり、さらにそれが２つに絞られ、いよいよ場所が決まるというのは最近なん

ですね。昨年の時点でどこを指してリニア駅周辺まちづくりの調査を行ったのか、

まずお伺いしたいと思います。 

 

田中リニア推進課長 御質問にお答えいたします。御指摘のとおり、昨年はまだ駅の位置は決まっ

ておりませんでした。そういう関係もございましたので、そのときに可能な調査

をなるべく早くやりたいということで、現行の新幹線駅につきまして、首都圏か

ら山梨県と同じぐらいの距離、時間にあるようなところをピックアップしまして、

そこについてどういうまちづくりをしているかということについて調査したも

のでございます。以上です。 

 

皆川委員  ということは、具体的に県内のこの場所が想定される場所のまちづくりの周辺

調査をやったわけではなくて、既存の新幹線の駅についてやったという、そうい

うことですか。 

  それと、もともと周辺まちづくりという発想ですけれども、リニア活用推進懇

話会というのを３回ほど開催したようですが、ちょっとおかしいと思うのは、後

で知事あたりの説明では、ターミナル駅機能ということで、その機能はリニア駅

に集中させて、周辺は専ら駐車場だということで、周辺まちづくりをあえてしな

いと。それをすると甲府が２つに分断されると。そういう説明でしたよね。そう

いう考え方を持ちながら、何で周辺まちづくりの調査を行ったのか。根本的なと

ころの考え方を教えてください。 

 

田中リニア推進課長 御質問にお答えいたします。この調査、名前はリニア駅周辺まちづくり調査

となっておりますけれども、実際、調べているのは、やはり同じように整備新幹

線の駅がどういうふうになっているかということを調べております。それで、そ

の結果、例えばある県の、ある駅においては区画整理をしまして、なかなかその

区画が売れていないですとか、周辺の開発が進んでいないですとか、そういう結

果が出ているところもございますので、そういう結果を踏まえて県としてはリニ

ア駅周辺に町をつくるのか、つくらないのかも含めて今後検討していきたいと、

そのための調査でございます。以上です。 

 

皆川委員  そもそもこの周辺まちづくりという言葉が、誤解を生みますよね。そういうこ

とであるならば、駅にどんな機能を持たせるのか。どういう駅にしていくのかと

いうことを調査するという意味なら、周辺まちづくりということを言うと、どう

考えたって一般の人は町をつくるのに計画を練っているように思ってしまうわ

けだから、その辺の言葉の出し方が間違ったんじゃないかというふうに思います。 

  今の説明で大体わかりました。 

 

（中小企業への金融支援について） 

早川委員  金融課に対する質問です。主要施策成果説明書の４０ページ、１の中小企業へ
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の金融支援の中の予算科目の上から２つ目と３つ目です。これは産業支援機構が

直接行っている設備資金の事業だと思うのですが、これについて伺います。 

  まず２つ目の小規模企業向けの設備資金は、予算額１６億５,０００万円に対

して、執行額が約５億５,０００万円で、執行率にすると３３.４％。そして、そ

の下の県単の中小企業向け設備資金は、予算額５億円に対して約２億３ ,０００

万円、執行率が４６ .９％と、この２２年度に関して２つの資金は執行率が低い

と言えるのですが、ちなみに２０年度、２１年度の予算額と予算の執行率がわか

ったら教えてください。 

 

赤池商業振興金融課長 ただいまの御質問ですけれども、２０年度につきましては、国補の小規模

企業者等設備導入資金については、予算額は昨年度と同じ１６億５,０００万円

のところを、５億５,５００万余りですので、３３.７％。同じく県単は４７.６％

ということです。２１年度につきましては、国補が３５.８％、県単は４７.３％

という数字になっています。以上です。 

 

早川委員  そうすると、いずれにしても執行率としては、予算額に対して不用額が合計で

約１３億円あるわけですけれども、執行率が低いのはどのような原因があるとお

考えですか。 

 

赤池商業振興金融課長 今の御質問ですけれども、その前の１９年度は、両方平均すると５５％ぐ

らい。１８年度は６２％ぐらいという数字で推移してきたんですけれども、やっ

ぱり２０年度、リーマンショックの関係で景気が非常に落ち込んだと。まあ、最

近、回復してきているんですけど、やっぱり大企業中心ということで、なかなか

中小企業は経営状況が依然として厳しいというふうに考えています。そういう中

で、小規模事業者等が新しい高額の設備等を導入するということに、なかなか踏

み切れない。そんな状況がありまして、ここの二、三年、非常に執行率が低いと

いうふうに考えております。以上です。 

 

早川委員  確かに景気の影響があると思うんですけれども、実際に中小企業の方に聞いた

りしますと、市中金融機関ではなくて、県が出資している産業支援機構が直接融

資とかリース、割賦を行うこの資金を知らない経営者がほとんどだと思うんです

よね。私は銀行員だったんですけど、知っている限り、中小企業の金融のしおり

の後ろに小さく、ここに書いてあるだけです。例えば、無利子の資金になって、

無利子で最大４ ,０００万円まで貸すことができるという、非常にいい資金であ

ると思います。この告知のほかに、この制度の告知方法どのように行っているか、

お伺いします。 

 

赤池商業振興金融課長 先ほどのパンフレットですね、主に商工業振興資金を中心に載せたもので、

後ろのほうに設備資金のことも載せておりますけれども、これ以外に県の広報紙

とか、あるいは市町村で発行している広報紙への掲載依頼をしており、県のほう

でも周知に努めています。これ以外にやまなし産業支援機構で企業訪問をしたり、

企業のデータベース等を利用しまして、ファックスで情報を流して、あるいは利

用実績がある企業に対して調査等を行いまして、設備投資意欲があるところはぜ

ひ使ってもらいたいという売り込みはしているところです。以上でございます。 

 

早川委員  成果説明書のこの事業の概要及び成果に、金融機関と連携して設備貸与を行っ

たと書いてあるんですけど、実際、金融機関では競合相手になりますので、この

資金情報、なかなか積極的にはリリースしないと思うんです。いずれにしても、
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近年見ると、執行率が５０％未満というのは、制度としてもったいない感があり

ます。 

  告知方法の見直しだけじゃなくて、制度自体を、予算額の見直しも含めて、例

えば金利を変えるとか、１件当たりの限度額を広げるとか。長くなりますので、

もう少し調べてみて、また総括で質問を検討します。以上です。 

 

（収入未済額について） 

山田委員  一貫して収入未済額と不能欠損の関係をずっと質問させていただいておりま

すので、よろしくお願いします。 

  まず、産業労働部、産の２ページでございます。先ほど、不能欠損６ ,６００

万の認定根拠については御説明がありました。しかし、この後の収入未済額の雑

入のところにもありますように、その後、１億９ ,０００万円が控えておるわけ

ですが、そもそも県の補助金を返還するということがなぜ起こったのか、お伺い

します。 

 

高根産業労働部次長 今、２件についての質問なんだと思いますけれども、一つは、不能欠損の６,

６００万円の発生した理由ですが、これにつきましては、旧の玉穂町にビジネス

パークというのがありまして、そこに進出した企業に、当時ですと非常に地価が

高いということで、土地代の２割につきまして立地奨励金という形で交付をして

おります。このときの交付条件としまして、１０年間操業してくださいというこ

とで交付をしまして、土地につきましては、平成１７年に確保したのですけれど

も、平成２０年に倒産をしてしまったということで、１０年間の操業が継続して

いないということで返還を求めました。しかしながら、会社自体が倒産をしまし

て、法人格としてなくなってしまったということもありまして、会計上、ここに

ありますように不能欠損として掲げさせていただいております。 

  もう一つの、１つ飛びまして１億９,０００万の県補助金ですけれども、冒頭、

隣におります望月課長のほうから２件ありますということですけれども、うちに

関係するものが１件ですが、このうちの大部分は、既に新聞報道等もされており

ますけれども、笛吹市のある会社が法人税法違反ということがはっきりしまして、

当時、うちの課で持っております産業集積助成金の全額を返還してもらうことと

いたしまして、現在ですと月々一定額を返していただいているのですが、その残

があってここに平成２０年以降のものが載っております。 

 

山田委員  わかりました。本当は金額も聞きたかったのですが、時間の関係もありますの

で。 

  次に産の９ページでございますが、中小企業近代化資金の特別会計の中で、こ

の中での収入未済額の一番大きなものは、味のふるさとという話が出ましたが、

まず初めに、この高度化資金の貸付償還の収入済額と収入未済額とのこの関係を

見ますと、味のふるさとからは、今も返済がされているのでしょうか。 

 

赤池商業振興金融課長 ただいまの御質問ですけれども、予算上は当該年度に返還が予定されてい

る金額は載っているのですけれども、調定の段階で、今、言った、延滞になって

いる部分ですね、それを調定しております。そのうち、収入済みがそれだけとい

うことで、収入未済額が１１１億円余になっているのですが、このうちには当然、

ＲＣＣに委託して回収を進めている部分で、回収された部分とか、あるいは定期

償還ですね。順調に貸して、返してくれているところがありますので、そちらの

金額とかが収入で入りますので、それ以外で年度末でまだ不良債権として残って

いるのが１１１億６ ,０００万円ぐらいあるという、そういう関係になってござ
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います。以上です。 

 

山田委員  味のふるさとだけはないにしても、いずれにしろこの１１１億円は、近い将来、

不納欠損になるという理解でよろしいんでしょうか。 

 

赤池商業振興金融課長 ＲＣＣの委託がもう４年になるということで、先ほどの、この前の議会の

ときも、ＲＣＣが来年度から恐らく委託を受けられない。法制度改正に伴いまし

て、金融庁の方針としてそんな考えを聞いております。そういう中で、回収が実

際には、今年度になりまして大分担保物件が処分できましたので、現在のところ、

3 億円ぐらいは回収。まあ、トータルですね。本年度で言うと２億８,０００万ぐ

らいですけれども、どこまでやるかということ、ＲＣＣも委託を受けられている

中で、専門家の意見ということで第三者委員会の予算をお願いしまして、この１

０月末から検討していただきまして、早期に処理方針を決めていきたいと思って

おります。以上です。 

 

山田委員  わかりました。 

  あと、中小企業近代化資金特別会計の決算書。産の９ページでもいいんですが、

県の単独資金の貸与については、この決算書上で見ると、ほぼ全額というか、全

額収入済みになっていて、それに対して小規模企業者の設備資金の貸与や何かは

未収入未済額があるんですが、これは何か保証人とか条件面において大きな違い、

要は、こちらは全額収入済みになり、中小企業のほうは収入未済が出るという、

この関係の違いを御説明いただけますでしょうか。 

 

赤池商業振興金融課長 県単独のほうは、先ほどの早川委員の御質問にもありましたけれども、産

業支援機構が実施しております。こういうことで、県の形式も産業支援機構に貸

し付けていますので、これはもう未済はないということです。それから、先ほど

早川委員にも照会されたのですけれども、小規模企業のうち、設備貸与じゃなく

て設備資金を貸し付けるという制度が別にございます。こちら、設備金額の上限

はありますけれども、半額を無利子で貸すということになっています。これは現

在は産業支援機構に実施機関としてやってもらっておりますが、以前は県が直営

でやっておりました。ということで、県が直接中小企業者に貸した部分で、企業

が倒産したり、あるいはうまくいかなくなったりというところで、その部分が滞

っている部分がある。その辺の制度の違いがあるということです。小規模の中で

も設備対応とかリースにつきましては、中小企業支援機構がやっていますので、

それは未済はないということになっています。以上です。 

 

山田委員  今の説明ですと、産業支援機構のほうの決算上は何か未済とかが出てくると。

最後にないと言われたのですが、そういう理解でいいですか。 

 

赤池商業振興金融課長  そういう理解で結構です。支援機構とのやりとりは特にない。 

 

山田委員  支援機構とのやりとりはないので、支援機構には未済があるということなんで

すか。 

 

赤池商業振興金融課長  いえ、支援機構も引き当てとかしていますので、今、載っている部分は

県が昔、直接に貸した部分で、未済がありそれが残っているということです。 

 

（情報通信産業への支援について） 
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飯島委員  まず、企画県民部の主要施策成果説明書の５０ページです。６番の情報通信産

業への支援ということで、北口にという話もありましたが、なかなか経済事情も

厳しいという中で、情報産業振興のために助成支援をしたということであります。

この説明書を読むと、人材の育成などを検討して、人材育成に寄与したとありま

すけれども、具体的にどんな政策をして、どんな成果を上げられたのか御説明を

お願いします。 

 

伏見情報政策課長  ただいまの御質問にお答えします。情報通信産業の関係の人材ということです

が、ここにある検討というのは平成２０年ごろから検討をしておりまして、現在、

ＩＣＴ人材育成事業費補助金というものがあります。これは何かといいますと、

県内の情報通信産業で働いているＩＣＴの技術者の国家試験に向けた講座を開

催する。開催するのは具体的には社団法人の情報通信業協会ですが、そこに県か

ら定額６０万円という補助を行っているということで、そこで３種類の講座を設

けて講義を行っているという状況になります。 

 

飯島委員  会議を３回主催している。分科会も３回。利用者は何人いて、国家試験をとい

うことですから、その成果はどのように上がっているのでしょうか。 

 

伏見情報政策課長  ２２年度の状況ですけれども、３つありまして、まず基本的な試験というのが

あります。基本情報技術者試験というのがございまして、それ向けの講座は受講

者が２１名です。それから、もう一つは、応用情報技術者試験、この受講者が１

３人。最後は高度試験・ベンダー試験講座、これが１７人です。いずれも、その

うちの試験を受けて合格したパーセントは一四、五％という状況になっておりま

す。これは全国的に見ましてもほぼ同様な合格率になっております。一応そうい

うことです。以上です。 

 

飯島委員  合格率を伺うと難しい試験ということですが、寄与されているということです

から、それを聞いて、無駄にはなっていないなという感想です。 

（携帯電話の不感地域解消について） 

  次に、同じく企画県民部の主要施策成果説明書の１５２ページでお伺いしたい

と思いますが、３番の携帯電話の不感地域解消ということに取り組んでいる。こ

としはいろいろな災害がたくさんありまして、そういった面では、携帯電話の不

感地域の解消というのはとても大事だと思いますが、不感地域が２９地区のうち

２８地区が解消したと。１つ残っているという理解だと思うんですけど、これは

どうしてこの１地区が残ったのか。それから、それはどこであるのかお伺いしま

す。 

 

伏見情報政策課長  お答えいたします。１地区残っているということですが、これは２２年度末の

状況で、現在ですと１地区解消はされております。すべて２９地区解消されてい

ます。最後に残ったところはどこかといいますと、南部町の佐野地区というとこ

ろで、通信事業者の整備がおくれたということもございますし、あるいは国庫補

助事業等の対応がおくれていたということもございますが、いずれにいたしまし

ても、ことしの４月１４日にすべての地区で居住エリアに関してですが、不感地

域が解消されたという状況です。 

 

飯島委員  そうしますと、今現在ではすべてオーケーになっているという理解でよろしい

ということですね。 

  あと、細かいところで恐縮ですけど、年によっていろいろな環境が変わって、
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例えば、不感地域がまた新たにふえるということがあるのでしょうか。 

 

伏見情報政策課長  技術的に言いますと、よほどの状況の変化といいますか、アンテナ周辺に何か

できるということでもない限りはそういったことはないと思います。以上です。 

 

飯島委員  ありがとうございました。 

（中央東線高速化の促進について） 

  次に、リニア交通局の主要な施策、１４８ページ。もちろんリニアの開通に向

けて山梨は今とてもチャンスだという気持ちもするんですが、中央線というのも

もちろん大事であります。２番の中央東線の高速化の促進について、以前から甲

府・新宿間１時間構想という取り組みもある中で、こういう取り組みをしていて、

とても重要だと思いますが、具体的に要望活動、どんな要望をして、どんな回答

を得ていて、さらにどういうことに取り組まなければいけないという意識でいる

のか、お伺いします。 

 

大柴交通政策課長  中央線の高速化、利便性の向上に向けましては、これまでも中央東線高速化促

進広域期成同盟会と連携しまして、国やＪＲ東日本等に対する要望活動を行って

きたところであります。 

  まず、要望項目につきましては、先ほど委員がおっしゃいましたように、高速

化ということで、甲府・新宿間１時間構想というものがございまして、それに向

けて時間の短縮を図るという方向で要望を進めてまいりました。高速化とあわせ

まして利便性の向上ということで、早朝特急の新設、通勤通学の利用に可能な電

車の新設、それから特急定期券の導入など、利用者のより利便性が高まるような

項目につきまして要望を行ってきたところでございます。 

  それにつきまして、ＪＲ東日本側の見解ですけれども、まず、高速化につきま

しては、やはりネックとなっておりますのが、三鷹・立川間の複々線化の問題。

非常に電車が過密な区間ですので、特急が行っても、そこで急激に速度が落ちる

という状況がありまして、そこの複々線化というものが１つのネックになってお

ります 

  それともう１つは、高尾以西の線形です。やはりトンネルがあったり、曲がり

といいますか、それがかなりありまして、なかなか高速化を実現できないという

状況があります。いずれもかなりの高額な事業費がかかりますし、その費用負担

をどうしていくのか、また、ＪＲ側としても経営的にそれが成り立つかどうかと

いうような問題がありまして、なかなか難しいという見解を示されております。 

  それ以外の利便性向上につきましても、まず、早朝特急の新設につきましては、

やはり都内の過密ダイヤの問題がございまして、三鷹・立川間の複々線化等が実

現すれば、ある程度可能性はあると思いますが、やはりそこも複々線化の問題が

ネックになっているという状況があります。 

  そういった状況の中で、県としては、高速化についてはなかなか実現が困難と

いう状況の中で、長期的な課題と位置づけまして、まずは高速化よりは可能性の

ある利便性向上策について取り組んでまいりたいと考えております。 

 

飯島委員  熱意を持って取り組んでいるということで安心しました。リニアももちろん大

事ですけど、中央線は山梨にとって動脈でありますから、引き続きやっていただ

きたいという感想を述べて終わりたいと思います。 

（甲府紅梅地区市街地再開発への支援について） 

  最後に、産業労働部の主要施策成果説明書の５５ページ。５番の紅梅地区の市

街地開発の支援についてお伺いしたいと思います。紅梅地区の、ココリにしても
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苦戦をしているという中で、こういう取り組みをしているんですけれども、実際

にこの２２年度においては、具体的にどんな効果があったか。ちょっと雑駁な質

問の仕方で恐縮なんですけれども、お伺いします。 

 

赤池商業振興金融課長 先ほどの５番の甲府紅梅地区の市街地再開発の支援というのは、今、都市

計画課でやっている事業で、ハード部門ですね。都市計画課でやっています。私

ども産業労働部としましては、あそこのココリが市街地活性化の重要なポイント

になるということで、必要な支援をしたいということで、宝石美術専門学校が入

っている、あるいは関連イベントに去年も一緒に出たりということでやっている

んですけれども、なかなか、店舗自体はもう、いわゆる民間事業者がやっていま

すので、私どもがいろいろ言える部分じゃないんですけれども、今年度はそうい

う状況ですので、甲府市とか、あるいは商工会議所と協議しながら、必要な支援

はやっていきたいと思っています。以上です。 

 

飯島委員  県土整備部の所管だったかもしれませんが、商店街の空き店舗の数については

いいですね。それについてお伺いしたいと思います。空き店舗もとても深刻な問

題で、取り組みもしていただいていると思いますが、現状の助成対象の店舗数が

５５店舗になったというふうに前向きに書かれているんですけれども、現状はあ

とどのぐらい空き店舗があって、どんなふうに取り組みたいと思っているのか、

お考えをお願いします。 

 

赤池商業振興金融課長 この前、商工会議所で直近の調査をしたんですけれども、その数字を今、

持ち合わせなくて、大体まだ１６％前後、空き店舗があると承知しております。

今の甲府市中心街ですけれども。以上です。 

 

飯島委員  商工会議所と甲府市を中心に、定期的なそういう打ち合わせをしたり、そこに

進出したいという希望の業者というか、そういう人たちと定期的に相談をしてい

るという理解でいいですか。 

 

赤池商業振興金融課長 県内部で各部門にわたって担当課に集まっていただいて会議をやっており

ますし、当然、甲府市とか商工会議所と、幹部も含めて定期的な会合をして、中

心市街地の商店街の活性化の課題についていろいろ協議をしております。以上で

す。 

 

飯島委員  この５５ページの書き方が１９年度からというふうにあるんですが、２２年度

だけ、単年度で結果はどんな結果になっているんでしょうか。 

 

赤池商業振興金融課長 ２２年度の実績ですけれども、甲府市、富士吉田市、韮崎市、それとあと

甲州市の４団体で空き店舗の補助事業を実施しております。以上です。 

 

飯島委員  実績の数字ですよ。何店舗助成にかかわって、実績が上がったかということを

お伺いしているんですけれども、お示しいただけますか。 

 

赤池商業振興金融課長 今、甲府の明細がないのですが、富士吉田で８店舗、韮崎市で３店舗、甲

州市はコミュニティーマーケットというようなものでやっておりますけれども、

店舗で言うと１店舗ということで、甲府につきましてはまた後で資料を提出させ

ていただきたいと思います。以上です。 
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飯島委員  率直に申し上げて、甲府がわからないというのは納得いかないんですけれども、

それはどうしてですか。 

 

赤池商業振興金融課長 済みません、わからないんじゃなくて、今、資料を持ち合わせていないの

で、申しわけないんですけれども、後で提出させていただきます。 

 

飯島委員  では、当局からあったように資料請求をさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。以上で終わります。 

 

（中央東線高速化の促進について） 

土橋委員  リニア交通局のところで、さっき飯島委員の質問で、中央東線の１時間構想に

ついてです。最終的に飯島委員は、一生懸命取り組んでくれていて安心しました

ということで終わりました。でも、極端な話が、２０年も３０年も前から、ここ

の区間が複線化ができなきゃだめですよ、ここが混んでいるからだめですよ、こ

れがこうだからだめですよと言ってきても、時間も１分も短縮されていない。２

０年も取り組んでいて頑張っているからいい、安心しましたということではなく

て、今だからこそやらなきゃいけない。１時間２７分、これはもう、とっくから

ですよね。周りを見まして、１００キロ圏内の我孫子だとか取手、柏、宇都宮は

どんどん成長した。最近では、つくばが１時間で行けるようになったということ

で、家もどんどん建っているそうです。 

  そういうことを考えると、１７年後に完成するリニアに向かって頑張ろうって

いうのもいいかもしれないけど、一番やらなきゃいけないのは中央東線のことだ

と思います。我々も。中央東線の期成同盟会に出ていますが、１時間構想にする

ために要望書を出して頑張っていますって言いながら、２０年も３０年も時間が

１分も早くなっていないようでは、何の意味もないと思います。 

  景気が悪い、人口が減るという心配をするよりも、むしろ１時間で来られるよ

うになれば、通勤圏内として通えるということになり、山梨県がよくなることに

つながる。前から言っているのですが、「週末は山梨にいます」ってキャンペー

ンやっていますよね。今、頑張ってそのキャンペーンをやっているんだけど、１

時間で行けるようになったら、それこそ子育てを山梨でして、お父さんだけ向こ

うへ通ってくださいと。とにかく３ ,０００万も出せば、広い土地にいい家が建

てられる。東京では狭い土地にマッチ箱のような、車も置けないようなものしか

建てられないかもしれないけれど、山梨ではそういう環境をつくれますよと。そ

れをやるためには、ただ１時間構想を頑張っていますと、２０年たっても同じこ

とを言っているようでは、全然進まないと思います。その辺について、お答えく

ださい。 

 

大柴交通政策課長  確かに、委員がおっしゃるように、甲府・新宿間１時間構想というものを掲げ

て、従前より取り組んでまいったところです。時間の短縮が全くされていないの

ではないかというお話でしたが、確かに目に見えるような形で、例えば１０分と

か１５分、２０分とか、大幅な短縮というのはなかなかできていないのですけれ

ども、以前に比べれば、最短時間等についても、毎年１２月ごろにダイヤ改正が

あるのですが、１分、２分等の短縮がされてきておりまして、今現在のダイヤで

は最短時間で甲府・新宿間が１時間２２分ということになっております。委員が

おっしゃるように、長い間、取り組んでいてその程度なのかというようなお考え

もあるかと思いますが、ＪＲ側に要望することによって、遅々とはしているので

すけれども、短縮が若干は図られてきているという状況です。 

  そうは言っても、１時間構想からすればまだまだとても足りない時間ではあり
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ます。やはり県としましても、リニアはあるんですけれども、中央線については

やはり県民の生活に密着した鉄道路線でして、今後についても高速化の促進、利

便性の向上について取り組んでまいりたいと考えております。特に委員がおっし

ゃいましたように、定住化促進に向けまして、高速化につきましては、なかなか

大きな課題があって、短期の実現については難しいので長期の課題として根気強

く取り組んでまいるということですけれども、利便性の向上につきましては、特

に定住促進を図るために、早朝特急の新設、それと特急定期券の導入ということ

で、なるべく県内から東京圏等への通勤、通学が可能になるような利便性向上と

いうことで、そこに力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。 

 

土橋委員  まさにそのとおりだと思います。さっき言った、子育てを山梨でと言ったのも、

１時間で通えるようになれば、家賃が７万も１０万もする高いところを借りなく

ても、甲府から向こうの大学に行くこともできるだろうし、そんな意味も含めて、

この１時間構想というのは大事な構想だと思います。もう２０年以上もたって、

５分縮まったかもしれないですけれど、通勤快速として向こうに行けるように、

もっともっと頑張ってもらいたいと思います。 

（国民文化祭の開催準備等について） 

  次に、主要施策成果説明書の１０４ページ。芸術文化振興費が国民文化祭の開

催準備で１ ,３７２万８ ,０００円、次の県民文化祭の開催で１ ,３７５万３ ,００

０円。２万円違いぐらいで出ていますが、これは何をするということですか。 

 

平井国民文化祭課長 今の質問にお答えいたします。同じ芸術文化振興費という科目ではあります

けれども、委員御指摘の１番のほうは、つまり国民文化祭の準備ということです

ので、昨年、一番大きいのは実行委員会をつくりましたので、そちらへの負担金

が一番多いと思います。 

 

青嶋生涯学習文化課長 ２の県民文化祭の開催の部分でございますが、これにつきましては、主に

１,３７５万円でございますが、県民文化祭、毎年開催しておりまして、総合フ

ェスティバルとして、総合舞台とか、各部門別のフェスティバル、それから地域

フェスティバルと、そういうところに対して実行委員会に補助金という形で援助

している事業でございます。 

 

土橋委員  芸術文化振興費ということで、余りにも、金額が２万円違いぐらいで、同じよ

うなものが続けて出ていたのでお聞きしました。 

  それから、企の５ページ、県民文化ホール運営管理費のところに９億８３８万

円が、国民文化祭の開催準備ということで出ているんですが、ちょっとその内容

を教えていただきたいと思います。 

 

青嶋生涯学習文化課長 これは県民文化ホール、小ホールの改修工事費でございまして、大ホール

については既に平成１７年に９億ほどかけまして改修をしておりますが、小ホー

ルについてまだできておりませんでしたので、昨年、１年間かけまして、舞台機

構、照明、音響、楽屋の空調、こういうものについて整備をし、国民文化祭のと

きには万全の形の中で迎えようと、そういうふうに整備したものです。以上でご

ざいます。 

 

土橋委員  この説明に、例えば実行委員会等の開催で１４回とか、ＰＲイベントの開催で

１４回とかっていうのが、この予算の中に入っています。今の説明で、小ホール

の照明だとかそういうものの改装費という以外にも、国民文化祭用の準備会の開
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催１４回なども入っているということですか。 

 

平井国民文化祭課長 ここは今の委員の御指摘の、ポツが４つあるんですけど、上から３つが国民

文化祭の本来必要な経費で、この左のほうで言うと、芸術文化振興費、１ ,２７

５万５ ,０００円、執行額の内訳がポツで言うと３つです。もう１つのほうが、

下のほうの県民文化振興費の９億円の内訳になります。 

 

土橋委員  わかりました。文化ホール自身は指定管理者になっていて、そこで催すものは

そっちのほうでやるのかなと思っていたので、文化ホールのお金と、それがまた

一緒になっているのかなと思ったのでお伺いしました。 

 （ジュエリー産業に対する支援について） 

産業労働部に質問させていただきます。説明資料の産の４や５に、ワインとい

う言葉がたくさん出てきて、結構ワインに力を入れているなというのをすごく感

じます。これは悪いことだと思いませんが、今まで山梨県を支えてきたジュエリ

ーという言葉が、この中に１つしか出ていない。３９２万９ ,０００円という１

つしか支援が出ていないんですが、今回はジュエリー業界、産業に対してはそれ

だけだったんですか。 

 

藤本産業支援課長  ただいまの御質問にお答えします。本県の重要な地場産業でありますワイン、

ジュエリー、繊維につきまして、さまざまな支援策を講じている次第でございま

す。たまたま事業の区分で、委員御指摘のとおり、ジュエリーに対する推進とい

うことでございますが、これ以外の、例えばやまなしブランドチャレンジへの支

援、その前の産４ページにございます１,１６０万円とございますが、この中で

も地場産業を中心として、それ以外のいろいろな業種等にも支援をしてございま

す。 

  さらに、このページ、事業区分には出てございませんが、ジュエリーミュージ

アム建設への準備金、それから宝石美術専門学校の経費等ございます。 

 

土橋委員  ジュエリー業界もどんどん悪くなっているのに、それだけしか出ていなかった

から、ジュエリー業界は大丈夫なのかなと思ったものですから、質問しました。 

（宝石美術専門学校費について） 

  それと、宝石美術専門学校のところで１１億６ ,５００万円。愛宕山からこち

らに移動してきたんですけれども、もう少しかかったような気がしたんですけど、

これが全額ですか。 

 

藤本産業支援課長  ただいまの御質問にお答えいたします。総額では１２億８ ,９００万円の費用

でございます。このうち２１年度の補正予算分がございますので、１億３ ,４０

０万円を除きました２２年度の予算が１１億６,５００万円となっております。

以上です。 

 

土橋委員  愛宕山のときには５０人募集して２５人しか入らなかったということですが、

愛宕山からココリへ引っ越してきての学生の入学状況というか、就学状況を教え

てください。 

 

藤本産業支援課長  ただいまの御質問にお答えします。昨年９月に現在のココリのところに移転し

てございますが、本年４月の入学者数が定員の５０人ちょうどとなってございま

す。来年度のほうについては、ただいま募集中でございますので、確定数字は出

ておりません。 
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土橋委員  ２５人の学校を移転するのに、１２億何千万円というお金を使ってもいいのか、

そんな価値があるのかというのが当時の周りからの意見だったわけです。それだ

けかけて引っ越したからには、人数も定員どおり入ってきて、それなりの学校に

なってもらいたいなという思いから、そんなことを質問させてもらいました。 

（産業技術短期大学校費について） 

  それともう一つ、産業技術短期大学校が１億５ ,９９３万円という予算がかか

っていたのですが、２年ぐらい前に学校へ行ったときに、ものづくりの関係、旋

盤などに、億単位の立派な機械があるにもかかわらず、２０人募集したら８人し

か入ってこなかったというような説明を受けました。人気のあるホテル部門とい

うところだけは、二十何人のところを大勢募集があって入っているんだけれども、

ものづくりのところは学生が全然集まらないというようなことを聞きましたが、

そのところはどうでしょうか。 

 

二茅産業人材課長 産業技術短期大学校の入校状況でございますが、２１年度で申しますと、生産

技術科の人数が定員２０名に対しまして１８名、電子技術科は３０名に対して２

７名、観光ビジネス科が２０名に対して２２名と、情報技術科が３０名に対して

３１名ということで、定員１００名のところ９８名という状況になっております。 

  これが２１年度の状況ですけれども、昨年、２２年度の入学者については、高

校生の就職が余りよくなかったこともあるかもしれませんが、定員１００名のと

ころ１４名、定員を増員しまして、１１４名の入学がございました。以上でござ

います。 

 

土橋委員  ちょっと安心しましたが、その理由が高校を卒業して、大学を出たけども、就

職がないからとりあえず行っているっていうことでは困るなと思います。前のと

きもホテルのところだとかは、人気のあるところは多かったが、就職募集は一番

たくさんあるのに８人しか入ってこなかったという話を聞いていたものですか

ら、近いうちに今のホテル学校だとか産業技術短期大学校とか、あの辺のところ

に視察に行こうと思っていますので、ちょっと聞かせていただきました。 

 

（文化ホールの行政財産使用料について） 

齋藤委員  企の１ページで、文化ホールの行政財産、歳入の関係ですが、使用料が１１４

万１ ,０００円入っております。指定管理者にしてありますが、指定管理者から

使用料として収入を得ているのですか。 

 

青嶋生涯学習文化課長 文化ホールの行政財産使用料１１４万１,０００円ございますが、内訳とし

ましては、１階にレストランがありまして、寿家さんというところが入っていま

す。そこの使用料が９１万５ ,０００円。それから小ホールの前に待合室みたい

なところがございまして、自動販売機が１０台ほど並んでいます。その自動販売

機の設置の関係で、これはアドブレーン・共立・ＮＴＴ－Ｆ共同事業体から１６

万２,０００円、これを収入にしている部分です。行政財産だけにつきましては、

県が直接行うということで、県のほうで使用許可を出しまして、寿家さんなり自

動販売機を設置しているところから使用料としていただいている、そういう組み

立てになっています。 

 

齋藤委員  わかりました。そうすると、文化ホールそのものからの指定管理者に対して収

入はないということでよろしいですか。 

 



平成２３年度決算特別委員会会議録 

- 13 - 

青嶋生涯学習文化課長 それ以外のものにつきましては、例えば施設の、大ホールを貸して、利用

料金が入るわけでございますが、それにつきましては、指定管理者のほうで大ホ

ールとか小ホールについての貸し出しに基づく使用料とかいうものは指定管理

者側の収入と。そういう条件のもとに１年幾らでやっていただきますが、そうい

うことで契約を結んでいるところでございます。以上です。 

 

齋藤委員  初めての審査でわからないのですが、文化ホールの指定管理者に幾らぐらい出

しているのか教えてください。 

 

青嶋生涯学習文化課長 ただいま５年契約ということで指定管理になっております。相手方は先ほ

ど申しましたように、アドブレーン・共立・ＮＴＴ－Ｆの共同事業体で、年間１

億６ ,０００万円の指定管理費用で、掛ける５年間ということで、５年間で８億

円ということで県のほうから指定管理費をお支払いしている、そういう状態にな

っております。以上です。 

 

齋藤委員  県から指定管理料を出しているということで、それまではどのくらいかかって

いたんですか。 

 

青嶋生涯学習文化課長 今の指定管理が第２期目でございまして、２１年から２５年までがアドブ

レーンの共同事業体、その前は、文化学習協会が３年間、指定管理をやっており

ました。そのとき、指定管理料は年間２億２００万円程度でございます。それが

今、１億６,０００万円ということで、競争があったということですが、年間６,

０００万円ほど安くなっています。その前は直営でやっておりまして、これは計

算が若干複雑でございますが、実際に県のほうから出したもの、それから、利用

上は当然、県のほうの収入になりますので、差し引きしますと、年間２億５ ,０

００万円程度になりましたので、直営のときに比べると第１期のときも安くなり

ました。また、今、純然たる民間企業の中で年間１億６ ,０００万円になりまし

たので、直営のころに比べると年間で１億円程度、経費的には下がっているのか

なと、そういうふうに評価しているところでございます。 

 

齋藤委員  わかりました。 

（住みよい地域づくり推進費について） 

では次に企の４でございますが、住みよい地域づくり推進の関係で１億８ ,６

００万円の支出があるわけですが、この内容を教えてください。 

 

小松県民生活・男女参画課長 ただいまの御質問にお答えいたします。住みよい地域づくり推進費

１億８ ,６４４万円でございますけれども、主な内容といたしましては、ＮＰＯ

等が活動しているものに対する補助金が６５０万円余り、また、県民の日の実行

委員会への負担金が８０３万５ ,０００円、それから県のボランティア・ＮＰＯ

センターへの運営費補助金が３,３００万円ほどで、それとあわせまして、あと、

ことし２月に補正予算で基金を積み立てました、山梨県新しい公共支援基金積立

金が１億３ ,５００万円ほど入っておりまして、それらの合計額となっておりま

す。 

 

齋藤委員  企の８ページの住みよい地域づくり推進の中で４３０万円支出がしてあるわ

けですが、これとはどういう関係があるのか教えてください。 

 

小松県民生活・男女参画課長 先ほど事業部の全体を申し上げましたけれども、今度は企の８ペー
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ジ、不用額ということでございますけれども、地域活性化の補助金が１００万８,

０００円、それから、その他、以前、企画のほうで県民室というのがございまし

て、そこに２２条の職員がおりました。その職員が減員になった分が２５０万円、

それからボランティア・ＮＰＯセンターの運営費補助金につきまして、給与関係、

これは期末勤勉手当が０.２カ月分削減されたものですが、それは２８万円７,０

００円ほどありまして、合計額は４３８万８,０００円となっております。以上

でございます。 

 

齋藤委員  わかりました。節約したということでわかりました。 

（雇用対策の推進について） 

  次に、これは主要施策成果説明書の中での５８ページに係るわけですが、雇用

対策の関係でちょっとお聞きします。２１年度設置されている求職者総合支援セ

ンターの設置の関係で、来所者が３万７,０００人余来ていると。それから、ジ

ョブカフェサテライトの関係でも来所者が９５５人来ているということですが、

これだけの来所者が来て、どのぐらいの人が就職できたのか、お聞かせ願います。 

 

塚原労政雇用課長  御質問にお答えいたします。まず、求職者総合支援センターでございますけれ

ども、これはハローワークと併設をいたしておりまして、県といたしましては生

活・就労相談を担当しております。ハローワークのほうで職業紹介であるとか求

人検索であるとか、そういうものをやってございます。利用者のほとんどが実は

ハローワークのほうでございまして、ハローワークのほうで３万人以上の方が利

用されております。その何人就職できたかということなんですが、ジョブカフェ

のほうが人数が１,２００人ということで、了解しておるのですけれども、求職

者総合支援センターのほうはちょっと今、数字が出ないという状況になっており

ます。 

  それから、ジョブカフェサテライトでございますが、これが緊急雇用の事業を

活用いたしまして、富士吉田の富士山駅ですね、あそこの駅ビルの中にこういう

コーナーを設置いたしましてやってございます。地域の高校であるとか大学に出

かけまして、カウンセリングであるとかセミナーとかを実施という状況でござい

ます。以上です。 

 

齋藤委員  これだけの予算を使ったりしてやっているんですが、やっぱりどれだけの成果

があるかということをしっかり追究しておかなければ無駄になってしまうわけ

です。その辺の数字はつかんでいないんですか。 

 

塚原労政雇用課長  この総額３１億９ ,０００万円という決算額でございますが、このほとんどが

実は国のほうの緊急雇用の創出事業の関係でございまして、これが雇用創出、県

と市町村とあわせまして２ ,７６２人の雇用を決定したということでございます。 

 

赤池商業振興金融課長 先ほどの御質問で甲府市の空き店舗の補助の件数、答弁につかえまして申

しわけございませんでした。昨年度は１１店舗ということでよろしくお願いいた

します。以上です。 

 

( 休  憩 ) 

 

（企業立地について） 

前島委員  それでは、企業立地関係で産の６と、それから不用額に係る８のところを含め

まして、質問をさせていただきます。企業立地につきましては、御承知のように、
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近年大変御苦労いただいている状況でございますが、成果報告の中では１９年か

ら２２年までの間の成果で６６件の成果があったというふうなことであります。

御承知のように単年度決算でございますので、２２年度の立地の誘致の実績評価

というものは何件ぐらいあって、主なる企業はどんな企業が実績として上がって

いるのか。そういう点についてまずお伺いをさせていただきます。 

 

高根産業労働部次長 ２２年の工場立地の件数ですけれども、１月から１２月までで合計１０件の

立地になっております。統計法とかいろいろな関係がございまして、企業の名前

につきましては非公開ということになっておりますので、御理解をお願いしたい

と思います。以上です。 

 

前島委員  それとあわせて、四百数社に及ぶ、これは何年かの間に御努力をされてきたと

いうことでありますが、その誘致企業の取り組みの中で、本県に対する企業の皆

さん方が誘致立地を進めていく中で、課題になっている点というのはどういう点

が特にあったかということも含めて、お話を聞かせていただきたいと思います。 

 

高根産業労働部次長 企業立地の課題ですけれども、幾つかありますけれども、１つは物理的な要

素になると思いますが、本県の場合ですと造成済みの工業団地が非常に少ないと

いう状況が１つあります。現在４地区で約１０ヘクタール強ぐらいなんですけれ

ども、やはり関東の主要なところを見ますと、造成済みの工業団地をある程度増

やして、本県に目を向けて立地していただける企業に提供できるような、そうい

う条件整備が必要ではないかと思います。 

  もう１つは、交通網の点とかいろいろな点につきましては、非常に評価を受け

ていただいております。あと、ただし、企業さんのほうから１つある中で、例え

ば、雇用の点とかにつきましては、県外の企業が入ってくる場合にどうも県内で

企業の名前が知られていないというようなことから、なかなか人が集まりにくい

ということもありますけれども、その辺は県のほうでもいろいろ企業さんのほう

に雇用のいろいろな情報を提供いたしまして、何とか対応しております。以上で

あります。 

 

（宝石美術専門学校費について） 

前島委員  次に、宝石学校、午前中も委員の中から質問がございましたけれども、１２億

３,８００余万円の決算の内容でございました。これに対して不用額が出ていま

すが、これは施設整備に係る不用額なのか、あるいは学校運営や教育研究費の不

用額なのか、その辺をちょっとお伺いします。 

 

藤本産業支援課長  ただいまの御質問にお答えいたします。不用額のところでございますが、宝石

専門学校費、産の８ページにございます。学校運営費の執行残につきましては、

産の８ページにございますとおり、下から２行目ですね、１,９５０万４,０００

円となってございます。これはですね、運営費、経費節減に伴う不用額でござい

ます。それから、その下にあります１０２万９,０００円につきましては、内装

工事費、契約差金等に伴いまして不用額として発生しております。この１０２万

９,０００円が工事に伴う不用額でございます。以上です。 

 

前島委員  もう１点伺いたいのですが、学校運営費が６,０００万台、それから教育研究

費が１ ,１００万台で、合わせますと七千数百余万円になるわけでございます。

このいわゆる運営費あるいは教育研究費に対して、生徒１人当たりの年間所要費

用というものはどのぐらいになるのか、御説明ください。 
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藤本産業支援課長  所要額につきましては、委員御指摘のとおり、執行残を含めまして、学校運営

費８,０００万円くらいになるかと思います。産の６ページに６,０７８万３,００

０円と、不用額の……失礼しました。不用額は今回除かせていただきますが、宝

石美術専門学校学校運営費が６ ,０００万円でございます。学生が１学年５０人

おります。５０名おりますので、６ ,０００万円を５０で割ると１２０万円前後

になろうかというふうに考えております。以上です。 

 

前島委員  この宝石学校というのは高度経済成長期に計画をされて、世界に誇る三大宝石

宝飾のメッカとも言われた甲府を中心とした本県にとって、地場産業育成のため

にこの事業の展開をして、県単として専門学校を今日までやってきた。こういう

状況だけれども、今、非常に費用対効果ということが問われる状況にあることも

事実です。それで、この宝石学校を振興していくために、県内の宝石業界の皆さ

ん方との連携だとか支援体制だとか、あるいはここで学んでいる人たちが地域の

地場産業のこの業種にどのぐらいの成果を上げていく流れになっているかとい

うことも含めて、非常に財政が厳しい昨今、真剣に検証していくときを迎えてい

るのではないかという感じがするわけであります。そういう点で特にきょう伺っ

ておきたいのは、学校運営に対して宝飾業界の皆さん方との連携体制は、一体ど

うなっているのか。そういうことについて、どのような取り組みをしているのか

ということを聞いておきたいと思っています。 

 

藤本産業支援課長  ただいまの御質問にお答えします。その前に、先ほど、私、６ ,０００万円の

運営費に対しまして５０人の学生と言いましたけれども、２学年で１００名弱お

りますので、１００で割りますと１人当たり６０万円というふうに答弁を訂正さ

せていただきたいと思います。 

  それから、これは今、いただきました御質問ですけれども、宝石美術専門学校

におきましては、昭和５６年に開校して以来、時代の変遷とともに業界と歩調を

あわせまして、業界の御意見も伺いながらカリキュラムの見直しというのをその

都度行ってきております。直近で言いますと、平成１９年に業界の御意見を伺う

中で、新しいカリキュラムをスタートしてございます。専門課程に合わせてジュ

エリー学科というふうな課程の、学科の見直し等を行ってきております。それか

ら、平成２１年になりまして、宝美のアクティブビジョン、学校のあり方につい

て業界等の意見もお伺いしながら検討会を開催いたしまして、アクティブビジョ

ンということも施策に反映するということで検討会のまとめもいただいてござ

います。そういったことも含めまして、２２年、昨年９月１日には紅梅ビルに移

転したという経緯がございます。以上です。 

 

（リニア中央新幹線について） 

小越委員  リニアの交通局にお伺いします。リニアの駅周辺事業費の調査費があると思う

んですけれども、これはどこの会社に委託をしたんですか。 

 

田中リニア推進課長 お答えいたします。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングという会社でご

ざいます。 

 

小越委員  去年のこのまちづくり調査の前に、その前の年にも経済効果はどうかと言われ

ている調査があるんですけれども、その会社と同じですか。 

 

田中リニア推進課長 同じでございます。 
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小越委員  同じ会社が調査をして、昨年のリニア駅周辺まちづくり調査業務の報告により

ますと、課題等の整理の中でどのような効果があるかというところで、郊外型と

なり新幹線駅をつくったところの駅、または予定しているところのをやっていま

すけれども、この中で課題等の整理の中では、地域経済の活性化だけがマイナス

になっております。それも、製造品出荷額だけが、新幹線があるところは下がっ

ております。新幹線がないほうが上がっているんです。しかし、同じ会社がやっ

た前の年は、リニアによって経済効果があると。１１３億円。そのうち製造業の

伸び率が４９ .５億円あると、プラスになっています。同じ会社がやったのに１

年たって違う結果というのは、どういうふうに考えたらいいんでしょうか。 

 

田中リニア推進課長 リニア駅周辺まちづくり調査のほうでは、例えば、現在の新幹線がある駅に

ついて製造品の出荷額がどうなったかという現実の数字でございます。その前の

年度にやった基礎調査については、例えば、山梨にリニアが来たときにどうなる

かということを検証しておりますので、その２つは矛盾はないと考えております。

以上です。 

 

小越委員  ということは、昨年やったときのほうが駅がここにできたという場合ですので、

より現実に近いということであれば、経済効果はマイナスに近いところが調査で

明らかになったかなと私は思いました。 

  もう一つお聞きしたいのは、リニアのところで、決算報告書の２０９ページ、

リニアモーターカー新実験線貸付金が１３４億円残っております。昨年、リニア

のところでこれだけいろいろな話が盛り上がっている中で、ＪＲ東海に対してこ

の１３４億円を返してもらうという交渉はなかったんでしょうか。 

 

田中リニア推進課長 １３４億円の貸付金につきましては、これはＪＲ東海ではございませんで、

公益財団法人の鉄道総研に貸し付けております。この金額なんですけれども、一

応、貸し付けのときに償還は営業線開業まで据え置きとするということでやって

おりまして、とりあえず今のところはそれを返してもらうという交渉をしている

状況ではございません。以上です。 

 

小越委員  営業線が開通をするまで、ちょっと遅くなっていますので、契約を結んだとき

に比べて遅くなっていると思います。２０２７年となりますと。であれば、貸し

ているときのお金を、利息をつけてたくさん返してもらうということはあるんで

しょうか。 

 

田中リニア推進課長 これは貸付金を貸し付けるときの条件によりますけれども、解釈としまして

は、無利子の貸し付けになっておりますので、長く貸したからといってたくさん

戻ってくるという性質ではございません。以上です。 

 

小越委員  この１３４億円は、この全体の債権のうち、７４１億円のうち１３４億円、多

額の金額です。毎年毎年このまま何もしないでほうっておくわけですよね。今、

３５０億円の駅のことが出ていますけれども、この貸付金を返してもらうことが

まず最初にやるべきことだと思います。ぜひ交渉してもらいたいと思います。 

 （雇用対策費について） 

次に、産業労働部にお伺いいたします。まず雇用問題です。先ほどの説明で、

緊急雇用、それからふるさと雇用の人数を、緊急雇用が２ ,７６２人、ふるさと

雇用５８１人の雇用が生まれたとお伺いしました。それでお伺いします。ふるさ
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と雇用は３年だと思うんですけれども、緊急雇用２ ,７６２人のうち、６カ月に

満たない、６カ月以下の雇用は何人いらっしゃったんですか。 

 

塚原労政雇用課長  御質問でございます。緊急雇用の事業は１年未満ということで、短期の雇用を

確保するという目的がございまして、委員御指摘のとおり、数カ月から１年とい

うことでございますけれども、その期間の仕分けで何人ということは統計をとっ

てございません。 

 

小越委員  多分、２,７６２人の方が１年だとは思えません。３カ月とか、中には１カ月、

まあ、６カ月が長いほうかと思いますが、２,７６２人の雇用の機会が出たかも

しれませんが、継続しているとは思えません。そこでお伺いします。この２ ,７

６２人、また、ふるさと雇用５８１人のうち、現在も前と同じ場所で雇用されて

いる人は何人いらっしゃるんでしょうか。 

 

塚原労政雇用課長  この緊急雇用事業は１回雇用しますと継続ができないという決めがございま

して、それに対しては非常に多くの方たちの緊急的にですね、緊急避難的に短期

の雇用を生み出して、次の雇用につなげていくということがございますので、今、

勤めておられる方は新規といいますか、１回目というようなことでございます。

ですから、継続的に３カ月やった後、また６カ月というようなことはございませ

ん。以上です。 

 

小越委員  たくさん雇用したように見えますけれども、長くしっかりと雇用期間を確保さ

れている方はほとんどいないという、この緊急雇用の実態だと思います。それで

お伺いするんですけれども、決算書の２１３ページにふるさと雇用、緊急雇用と

いう、雇用の基金のところがあります。基金の執行状況についてお伺いします。

この残高がありますけれども、２２年度において積まれた基金に対する執行率は

それぞれ何％でしょうか。 

 

塚原労政雇用課長  執行率は今、計算をしていないのですが、不用額が出てございまして、説明資

料の産の７ページをごらんいただきたいと思います。産の７ページの中段よりち

ょっと下のところでございますが、不用額の雇用対策費、このあたりにふるさと

雇用再生特別基金事業費の執行残ということで、３,８５５万８,０００円。その

下の緊急雇用創出事業の関係の執行残が６,６４４万６,０００円ということです。

事業費総額のほうは産の４ページをごらんいただきたいと思います。こちらのほ

うにふるさと雇用の事業費、これが１６億３,５００万円、それから、緊急雇用

のほうが３１億９,０００万円ということで、こんな形で執行しているというこ

とでございます。 

 

小越委員  この財産に関する調書のここを単純に割り算しますと、これ、２２年度だから

ことしもやっていますので違うんですよ。ふるさと雇用の場合は前年度末残高３

４億５,０００万円ですか。それに対して、残っているのは１８億６,４００万円

もあるんですよね。単純に計算しますと、ふるさと雇用が、約半分だと思うんで

す。緊急雇用は５９に対して５２ですから、八二、三いっていると思うんですけ

ど、このふるさと雇用が半分しか執行されていない基金で、ことしも含めてです

けど、この状況はこれからどうなるんでしょうか。基金だけ残してしまうのはも

ったいないと思います。 

 

塚原労政雇用課長  ふるさと雇用は平成２１年度から２３年度までの３カ年事業ということでご
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ざいまして、２１年度、２２年度、で、２３年度も執行しなければならないので、

その分をとってございます。現在、平成２３年度予算に全額、事業計画がござい

まして、つまり、事業計画上は今、執行残額ゼロになるということで執行してい

るところでございます。緊急雇用のほうも同じでございまして、緊急雇用は実は

国からの緩和がございまして、一般の分につきましては２３年度までなんですが、

重点分野につきましては、２４年度まで執行ができるということでございます。

ちなみに、緊急雇用につきましては今年度の９月補正で事業化はすべて計画が済

んでおりまして、計画そのものの残額がゼロということでございます。ただ、今

回、国の三次補正の中で雇用対策ということで、約２ ,０００億円が予算要求さ

れてございます。その追加配分が来るように聞いております。以上です。 

 

小越委員  ということは、基金は２３年度をもって大体めどがついて執行されていくとい

うふうに理解します。そこでお伺いしたいんですけれども、この間、緊急雇用２,

７６２人、５８１人。しかし、いまだに雇用状況は悪いままだと思います。そし

て、１回しか継続できないのであれば、２ ,７６２人のうち、今も継続して同じ

ところで働いている方はほぼいらっしゃらないと思います。そこでお伺いしたい

のですけれども、昨年度のこの雇用状況をどうお考えですか。法人県民税は２３

億円ふえました。しかし、個人県民税は２２億円も減っているんです。企業はも

うかったけれども、個人の所得はふえていない。法人はもうかったかもしれない

けど、個人の所得は伸びていないから、個人の税金は下がっているんです。法人

はふえている。このことについて、この雇用対策、どのようにお考えですか。 

 

塚原労政雇用課長  委員御指摘のとおり法人税のほうは伸びて、個人所得のほうは縮減という相対

的なことはございますけれども、いずれ私どものほうでは、とにかく雇用の機会

を確保するということが絶対的な使命でございまして、この基金事業を今全力を

挙げてやってございます。いずれにしても正社員として雇用されるのが理想では

ございますが、ただ、この経済情勢、やっとリーマンショックから立ち直ったと

ころに東日本大震災、それからまたこの円高という経済情勢の中では、なかなか

雇用情勢、非常に厳しい状況でございます。その中でとりあえず今、失業されて

いる方たち、そういう方たちの雇用の場を確保するということで、今、頑張って

るというところでございます。以上でございます。 

 

小越委員  この問題は県政全体の問題なので、どうあるべきかということを、このお金の

使い方等、企業が栄えても個人所得が伸びないということは県政にとって大きな

問題だと私は思っております。 

（県補助金返還金について） 

  次にまいります。産業の説明がありました、産の２ページ。県の補助金返還金

１億９ ,０００万円。それから、その前の延滞金、雑入とありますけれども、こ

れは先ほどの御説明で若干推測はするんですが、昨年、一昨年になりますが、オ

プトの返還金だと思います。オプトには２億３,０００万円、県が補助金を出し

たと思います。幾ら返還されていて、幾ら延滞金で、幾ら納入されたか、その内

訳を説明してください。 

 

高根産業労働部次長 オプトの関係ですけれども、今、言われましたように、補助金として当時、

２億３,３４０万１,０００円ですか、全額返還をしてもらうことになりました。

２２年度につきましては、４,５００万円返還がされております。以上です。 

 

小越委員  ということは、２億３,０００万円から４,５００万円引いて、残りが収入未済



平成２３年度決算特別委員会会議録 

- 20 - 

額ですか。 

 

高根産業労働部次長 そのとおりであります。 

 

小越委員  それは、この延滞金とかそういうものはオプトにはかからないんですか。 

 

高根産業労働部次長 オプトにつきましては、延滞金もかかります。それが上のところの１,１００

の中に入っております。金額につきましては、返還されたたびに額が確定します

ので、ここに載せております。以上です。 

 

小越委員  それで、残りは県補助金の返還金。２億３,０００万円から４,５００万円引く

んですけれども、まだかなりあります。これからどのような返還のスケジュール

なのか。１年間に幾らとか１カ月幾らとか、いつまでに返してもらうとか、そう

いう約束はいつになっているんでしょうか。 

 

高根産業労働部次長 細かい約束につきましては、企業の信用問題もありまして差し控えさせてい

ただきたいと思いますけれども、現在、月額で一定額をきちんと２３年度に入り

ましても返していただいております。ですから、２２年度に返還請求をしたのは、

この会社につきましては、月々一定額をずっときちんと返還をしていただいてい

るというのが実態であります。以上です。 

 

小越委員  なぜ一括請求をしないで月賦なんですか。 

 

高根産業労働部次長 一括請求しないでなぜ月々かということですけれども、当時、企業の方とも

お話をいたしまして、多分ここにいる方々も御存じだと思いますが、法人税法違

反ということで国税、県税相当額の返還が必要だったと思います。それに伴いま

していろいろなお金を伴っているということで、一時的に多額のお金が必要だと

いうことでした。この補助金につきましては、そういうお話の中から、県のほう

につきましては、きちんと月々返しますというような会社側の申し出がありまし

た。それに基づいて現在、返還をしていただいております。 

  企業立地で、ちょっと質問はそれるのですけれども、せっかく企業さんが山梨

県に立地していただいておりまして、操業していただいております。ですから、

我々としても、できれば補助金に関してはきちんと返していただきたいのですが、

一方におきましては山梨県内に根を張ってきちんと操業をしていただきたいと。

それは雇用にもなりますし、地域の発展となっていくというようなこともありま

すので、その辺を考えながら、現在、月々分割という形をとっております。以上

です。 

 

小越委員  返してもらうのは当然だと思います。ここの所管じゃありませんけど、滞納整

理機構の中では一括返済で分割は認めないと。税金のことを、強力に滞納整理を

やっているんですよね。ここだけなぜこうやって認めるのか、私はおかしいと思

っています。 

  そこでもう１つお伺いします。この企業立地のところでもう１つ、昨年、日立

フィルムが２００人解雇をしました。それについて補助金の返還をここに書いて

ないのですが、それはなぜやらないのですか。 

 

高根産業労働部次長 日立フィルムの件につきましては、その後、新聞等で報道されていますけれ

ども、そこの建物を日立原町電子工業という日立関係のグループが利用するとい
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う形の中で、今、逐次設備とかいろいろな手続をしています。ですから、当初、

通してきたものがまた新たな企業で使われているというような形で、今現在、利

用されておりますので、そこの部分につきましては、当時、助成を行いましたよ

うな形で操業されている、また、地域の雇用にも引き続いて寄与されているとい

うようなことから、現在、こういう手続をとっております。以上です。 

 

小越委員  しかし、解雇された人をまた採用されているわけじゃありません。この条件に

は、たしか５人以上の雇用という場合が要項にあったはずです。この雇用を全部、

解雇してしまったにもかかわらず、補助金を返還させないのは、私はおかしいと

思っております。 

  そこでお伺いするんですが、この要項は、たしか１億円以上の投下資本になっ

て、５人以上の雇用だったんですけれども、先ほど早川委員からも質問がありま

した、中小企業への補助金という制度が、リースがあります。そこで、先ほどお

話がありましたが、早川委員の質問に対して、小規模設備資金と県単独資金で３

５％程度の実績だということですけれども、これは金額だと思いますので、件数

は小規模設備、県単独、それぞれ何件あったんですか。 

 

赤池商業振興金融課長 ただいまの設備貸与の実績ですけれども、昨年度実績は、設備資金貸付が

９件、設備貸与が割賦とリースなんですけれども、３３件が割賦、リースが４５

件。あと、県単のほうが割賦が３件、リースが９件になっています。以上です。 

 

小越委員  金額で見ると億という金額ですが、件数で見ますと、設備９件、県単のものは

３件です。すごく少ないです。それでこれだけ不用額がたくさん残ってしまうん

です。先ほど見たオプトや日立フィルムには、設備投資した金額は全部、その金

額に応じて億という単位の補助金を出しています。だけど、小規模の２０以下の

方々にはリースとか融資とか貸付という形でお金を出しているけど、返してもら

うんですよね。そこが誘致企業に対する甘いところと、そして中小企業には厳し

いというところが見えていると思います。これ自体も雇用の悪化のところ、この

個人県民税が減っているところに、企業だけが栄えて個人の所得が減っている。

そこに尽きると私は思います。以上です。 

 

    

    

    

質疑質疑質疑質疑   企業局関係企業局関係企業局関係企業局関係    

 

（利益剰余金処分について） 

山田委員  まず、公営企業会計決算書の９ページになりますが、ここで地域文化振興環境

保全積立金というのが利益処分案、剰余金処分案にあるんですが、この内容を教

えていただけますでしょうか。どういう目的に使う積立金なのか。 

 

山縣総務課長  この 3 億円についですが、一般会計への繰出金が１億円あります。これは平成

１７年度から始まっていますけれども、主に森林環境部で環境保全事業、あるい

は地球温暖化防止事業、あるいはクリーンエネルギー普及・啓発事業、こうした

事業に対して充当していただくために１億円の繰り出しを行いますが、その財源

として積み立てます。それから、残りの２億円につきましては、今後、企業局で

力を入れて研究していこうと思っておりますけれども、電力貯蔵技術の研究、こ

れに充てる経費として２億円。以上、合わせて 3 億円となってございます。 
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山田委員  積立金ですから、本来、積み立てていくわけですよね。 

 

山縣総務課長  おっしゃるとおり、徐々に積み立てていきますけれども、この積立金内訳につ

きましては、使途がもうある程度わかっているということで、先ほど言った一般

会計繰出金１億とあと２億円を予定しております。 

 

山田委員  ちょっと理解不足で申しわけないのですが、１２ページに貸借対照表がありま

して、昨年度の地域文化積立金は４億円ですね。４億７００万円ですから、それ

に対して今年度の剰余金処分案の計算が３億ということでありますけど、急にこ

こへ来てこの積み立てがふえているんですが、あわせて、この剰余金処分計算の

方針を教えていただけますでしょうか。 

 

石原技監  その積立金の目的でございますが、これまで電気事業の業務に支障のない範囲

ということで毎年度、利益から積立を行っているところでございます。この地域

文化振興積立金につきましては、クリーンエネルギーの開発など、電気事業の推

進啓発に寄与する資産の取得、それから地域文化振興に寄与することを目的とし

た美術品の取得、それから環境保全事業等を対象とした一般会計への繰出という

ことで、それらを目的に積み立てているものでございます。 

 

山田委員  その過年度のことがよくわからないのですが、７ページを見ると、前年度の未

処分利益の処分案のところで、３億４ ,１００万円を前年度にこの積立金に上げ

ていまして、トータルが４億７００万円ということは、その前は６,６００万円

何がししか積んでいないという理解でいいんでしょうか。 

 

石原技監  詳細につきましては、７ページのところに地域文化振興環境保全積立金という

ところがございます。前年度ですので、２１年度の残額が４億５ ,５００万円ほ

どございます。昨年、前年度ですが、２１年度に繰り入れた金額が３億４ ,１０

０万円ぐらいを繰り入れたということで、２２年度には３億８,９００万円ほど

を取り崩して、これを事業に当てたということでございます。 

 

山田委員  その取り崩しは、どこに記載があるんでしょうか。 

 

石原技監  取り崩しにつきましては、３ページのほうをお開きいただきたいと思います。

具体的には、地域文化振興積立金でございますので、項目で言いますと、メガソ

ーラー発電の建設費等に使われてございます。具体的にどれだけ投入したかとい

うことなんですが、注意書きのところがございます。地域文化振興環境保全積立

金から３億８ ,９００万円ほどを、この資本的支出の勘定の補てん財源として活

用させていただいたということでございます。 

 

山田委員  説明で少し全体像が見えてきたのですが、そうしますと、先ほど私が質問した

９ページの、今年度５億６ ,６００何がしの剰余金処分計算のこの方針はどうい

う方針に基づいてやられたのか、もう一度御答弁をお願いしたいと思います。 

 

山縣総務課長  これは、いわゆる地域文化振興のみの御質問ということでよろしいですか。 

 

山田委員  いいえ。処分の計算をどこがどういう形でこういう処分案を出してきたのか。 
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山縣総務課長  まず、９ページの計算書の案でございますけれども、（１）の利益積立金、こ

れは地方公営企業法で利益の２０分の１以上という規定がありますので、それに

２,８３５万円。それから、中小水力発電開発改良積立金につきましては、今回、

６,１６７万８,０００円でありますけれども、これは新規発電所の建設のためと

いうことで、当初から東京電力と協議しておりますので、この６,１６７万８,０

００円をということです。それから、地域文化振興・環境保全積立金は、先ほど

申しましたように、１億円の繰り出しと２億円の電力貯蔵技術で合わせて３億円。

これらを積み立てた残りと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれど

も、１と３と４を積み立てた後の残額ということで建設改良積立金に１億７ ,６

８７万円を積み立てたということになります。 

 

山田委員  それでは、次の温泉事業のほうにほぼ同じ内容の質問になると思いますが、こ

こで地域観光振興積立金というのは、やはり前年度の処分案ですか。前年度処分

案で３００万円を計上し、最終決算で８３０万円のっているのか。４８ページ。

まず、この内容を教えていただけますでしょうか。 

 

山縣総務課長  温泉事業につきましては、この事業は基本的に石和温泉、あるいは石和の地域

振興に貢献するという意味合いがございますので、この積立金の名称どおり、今

は笛吹市になっておりますけれども、笛吹市の地域観光のためのイベント、ある

いは企業局として何か協力できることがないかということで、この金額を積み立

てております。今年度、２３年度が石和温泉が湧出してから５０周年に当たりま

すので、地元で５０周年の記念事業を行うということでありますので、それに企

業局としても協力していこうということで、今年度、この積立金から取り崩して

４００万円を地元へ支出するという予定でございます。 

 

山田委員  ４６ページに、同じく今年度の剰余金の処分計算では、全額を利益積立金に持

ってきておりまして、昨年度の利益積立金と建設改良積立金と最終的に地域観光

の積立金ではなく、全額を利益積立金へ持ってきているということですが、先ほ

どの電気事業に対して、こちらの温泉事業に対する剰余金の処分計算の意図を教

えていただきたいと思います。 

 

山縣総務課長  温泉事業につきましては、今言った地域観光のほうは昨年度積み立てておりま

すので、ことしは４００万円支出する予定の財源は十分確保されております。そ

のため、この２２年度の決算での剰余金につきましては、利益が２０分の１以上

ということで積立金のみ積み立てているということでございます。 

 

山田委員  ということは、ことしは建設改良積立金には積み増しをしないというお答えで

よろしいですか。 

 

山縣総務課長  そうです。 

 

（電気事業会計について） 

白壁委員  公営企業会計というか電気会計は電気の使用料が減っても利益が出る仕組み

というか、下がった経費とそこにある部分を差し引いた、利益が出るような形に

なっているということは御案内のとおりですが、この中で毎回出る話で、指定管

理をしているところの収入が貸し付けの６２億９ ,０００万円、今回の収入を見

ると約４,０００万円、まだまだ１００年度までかかる。要は、今、４,０００万

円で６２億円というと長い年月かかるということなんですね。ここで過去のもの



平成２３年度決算特別委員会会議録 

- 24 - 

を言うといろいろと語弊がありますが、燃料が高騰したから指定管理の料金を安

くするとか、これがマイナスだから値段を下げてくれとか、こういうことがずっ

と繰り返されてきています。今回は、この決算上は年間４ ,０００万円。たしか

６２億円。何か聞くところによると経営状態も極めて悪いようで、このままいく

と倒産する可能性もあるということをうわさされております。 

  この６２億円を貸し付けているわけですね。この関係の償還の見込み。これぐ

らい延ばせばいいというものではないと思いますけど、この関係についてのお考

えは、どのようになっていますか。 

 

山縣総務課長  委員御指摘のとおり、２１年、２２年度と毎年２ ,０００万円減額しておりま

すので、その結果、電気事業から借り入れている償還金６２億円を全部返すまで

には平成１００年度を予定してございます。これは償還計画によって、例えば、

ことし、２３年度ですと、元金利子合わせて７,８００万円ほど返す予定になっ

ていますけれども、年間８ ,０００万円のベースでずっと返していって、平成１

００年度で償還が終わるという償還計画を出しておりますけれども、地域振興事

業はこのまま今の形態で進めるか、それとも、また何か別なやり方があるのか、

その辺につきましてはことし、来年、２年ほど時間をかけて、専門の委員さんな

どにお願いして御意見を伺った上で考えていきたいと思っています。今の指定管

理者との契約は平成２５年度までということですので、翌年、２６年度以降につ

きましては、どういう形で地域振興事業を運営していくか。それについては今現

在、検討中でございます。それによって、この検討いかんによって、今後の返済

も若干変わってくるというふうに考えておりますが、現時点の償還計画では平成

１００年度までということになってございます。 

 

白壁委員  何か聞いたことのあるような話でありまして、県外の話ですが、林業公社がこ

れから何十年か延ばす。あるところは４０年の分収林契約をしてあると。９０年

延ばすことによって内容がよくなる。例えば１００年を今度２００年に延ばすこ

とによって、七千数百万円を３ ,０００万円にしてもこうなるよとかっていう話

になる。七千数百万円っていうと金額が合わないけど、最低でも２分の１以上の

ものにすると少しよくなると。抜本的なものが必要だと思う。これ、毎年言われ

ていますね。毎年、毎回同じことを言って、答弁も全く同じなんです。抜本的見

直しをもうそろそろ考えなきゃならない時期に来ているんじゃないかなと思う

んですけど、お考えはどうですか。 

 

山縣総務課長  今の指定管理者との契約では、先ほど言った平成２５年度までということにな

っておりますので、まだことしを含めれば３年ありますので、２６年度以降につ

きましては、委員がおっしゃる抜本的なあり方を考えていきたいと思います。 

 

白壁委員  いいことを聞きました。ということは、あと２年後になると、もっと収益の高

い指定管理者、お金をもっと多く払ってくれるところと契約するという意味でし

ょうか。 

 

山縣総務課長  できれば、今、確かに経営的に厳しいので、そういった企業がもし平成２５年

度に募集したときに手を挙げていただければそれはありがたいと、こう考えてい

ます。 

 

白壁委員  指定管理の契約書ってどうなっていますか。５年以内で解約できるってなって

ませんか。 
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山縣総務課長  １０年の協定になっていまして、５年たったところでその時点の社会経済情勢

等を勘案して、納入金については協議するという形になっています。 

 

白壁委員  例えば、経済情勢が変わりました。私たちは営業できません。運営できません。

だから、ここでもう撤退したいと。指定管理というと、アッパーがあって、その

間、以下のところは、事情があってお互い相互の協議によっては短縮できること

になっていませんか。 

 

山縣総務課長  県と指定管理者との協議によって、例外的に途中で協定を解除することは可能

ということであります。 

 

白壁委員  あと２年間、まだ指定管理契約先の企業とこのまま続けていくことによって、

来年はまた七千数百万円が４ ,０００万円を切ってしまう。こんな状況も考えら

れるわけなんです。もう、ここは考え方、判断だと思うんですが、先々のことを

考えていったら、違う業者だと上がるっていうことですもんね。というふうに私

はとらえてしまうので、早くその辺は変えていったほうがいいんじゃないか。こ

れからゴルフ場って盛ると思いますか。 

  それともう１点。今のクラブハウスだとかあの辺の設備系統、これは今以上に

お金がかからなくなるとお思いですか。 

 

山縣総務課長  今後のゴルフ業界といいますか、ゴルフ事業全般の景気は厳しいと思っていま

す。これは単に山梨県内というだけではなくて、いろいろな全国的なデータを見

た限りでは、決していい方向には向かわないと。厳しい状況は続くものと認識し

ております。 

  それから、もう１点、今の丘の公園、ゴルフ場を中心とした施設の面ですけれ

ども、ゴルフ場は昭和６１年に開業しておりまして、クラブハウス、レストラン

棟は耐用年数がもう過ぎて、既に２年ほどたっている状況でございますので、今

後、それ以外もまきば公園、アクアリゾート清里も含めまして、施設の老朽化と

いう面では、今後ある程度経費が必要になってくるのではないかと考えています。 

 

白壁委員  これから余計にお金がかかるということが示されたところでありますが、ちな

みに今、企業局としての純資産ってどのぐらいありますか。ざっくりでいいです。 

 

中澤公営企業管理者 電気事業だけで４００億円ぐらいありますので、まあ、それ以上あるという

ことであります。それで、今、白壁委員から何度か御質問がありますように、自

前で企業局みずから経営していたときには、毎年度赤字が２億円とか３億円とか、

まあ、自慢できることではないですけれども、結果として、そういうことになっ

て、赤字が膨らんでまいりました。そこで、民間の人の御意見をいろいろ伺う中

で、１６年度から指定管理者制度、民間の力を使ったらどうかということで、指

定管理者制度が導入をされまして、そのときも赤字ということは、まあ、黒字に

はならないけれども、現金ベースで黒字になると。だから、少しずつ借金が減っ

ていくという、そういう想定のもとできました。その目的は達成をされているわ

けですけれども、予定したとおりの金額が若干ここ２年ほど減額をしているもの

で少し減っているという状況であります。 

  それで、施設がこれから１００年、８０年もつのかという話になると、なかな

かそれは確かに難しい話かと思いまして、林業公社のように長くすれば、それだ

け、その割合を変えれば返せるということでも必ずしもないのかなと思っており
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まして、２５年度までの指定管理者の状況を企業局としても十分検証した上で、

２６年度以降のあり方についてはどういう形でやるのがいいのか、もうちょっと

現実的なやり方をした方がいいのか、指定管理者を変えたからといって必ずしも

指定管理料が多く取れるような状況では、今のゴルフ場を取り巻く環境を考えま

すと、そういう状況でもないのではないかというふうにも思われますので、民間

の意見を聞く中で企業局としても、これまでとはまた違った考え方も必要になる

のかなというふうに個人的には思っております。 

 

白壁委員  林業公社が問題になっていますね。今までは木材がありました。それがこれか

らも高く売れるでしょう。いやいや、下がる可能性があります。いや、努力しな

がら経費削減していきます。にっちもさっちもいかない状態になっています。私

は、企業局のとらえ方も、直営でやっていたら２億円マイナスですけど、指定管

理にしたら７ ,０００万円のプラスです。だけど、貸付金額が６２億円あるから

１００年かかります。であったら、もうゴルフ場、解体してしまったらどうです

か。例えば、解体するのに幾らかかりますか。１億円ですか、２億円ですか。も

う、そのぐらいの荒療治をする。今、管理者と総務課長のとらえ方ってちょっと

違うんですね。というのは、これから数年後にはもっといい指定管理先が来るか

ら、これから収入が上がっていったら返済も短期間に圧縮できるだろうというと

らえ方の説明があった。これは違うと思う。ということは、そのぐらいの荒療治

をする時期に来ているんじゃないか。毎年毎年こう言われて、担当者の人は同じ

ことを答える。もうぼちぼち考え方を改めるところではないかなというふうに思

います。 

  それで、意見書が監査委員から出されております。皆様、お手元に配付のとお

りでありますが、当期純利益の約１０倍に相当する６２億１ ,６００万円。長期

貸付金については、回収期間の短縮を念頭に残高の削減が着実に図られるよう対

応されたいと。監査委員からも言われているんですね。これは難しいですねとい

うことを言ったわけです。これは毎年書いてあるんですよ。ことしだけ書いてい

るんじゃないです。ここで公営企業管理者、全責任は知事ですが、企業管理者に

この方向性を示せというのは酷かもしれませんけど、そろそろ考え方を、方向性

を出す時期ではないかなと思います。さっきも管理者が答弁されたのですが、最

後に管理者のとらえ方をお聞きして終わりたいと思います。 

 

中澤公営企業管理者 現状、丘の公園は八ヶ岳南麓地域におきまして、年間約３０万人のいろいろ

な利用者がありまして、非常に地域振興の上では大きな役割を担ってきたという

ふうに思っております。ゴルフ場につきましても、あと１００年そのまま何もし

ないでもつかというとあれですけれども、まあ、当面はまだもつのではないかと

いうふうに思っております。しかしながら、一方でいろいろな御意見もございま

す。白壁委員の御意見も一つの参考意見として、今後、あり方検討委員会なんか

の御意見も伺う中で、２６年度以降どうするかということの参考にさせていただ

きたいと思っております。 

 

山田委員  関連して申し上げますが、６２億円を１０１年って、香港の租借じゃないんで

すから、８０年も、もう事実上ただと。もう８０年なんていう約束はできないわ

けだから、これは大体２０年、普通は１０年、１５年、最大でも２０年で投下資

本が回収できないというのは、民間では当然成り立たないということになってい

る。まして、こういう多額な投資をする装置産業については、こういう長期の話

というのはナンセンスな話であって、せっかくプラスになっている、まさに埋蔵

金を使ってでも存続させるということですから、もっと早い段階でやめている事
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業ではないかと思います。答弁は公営企業管理者からいただきましたが、もう次

の指定管理が終わったところで解散というか、処理をする方向で考えていただき

たいと思います。 

 

齋藤委員  今の話を聞いていて、毎年毎年、赤字がさらに累積していくような感じであり

ます。利用者も年々減っているということを考えると、相当の覚悟で取り組まな

いとだめだということでありますので、本来であればもう民間に売却したほうが

いいというふうな感じがしております。 

（若彦トンネル湧水発電所について） 

  次に、３１ページにお聞きしたい点があるわけです。ちょっとわからないので

すが、若彦トンネル湧水発電所という欄がありますが、９ ,５００万円の増加で

出ておりますが、この内容を説明してください。 

 

仲山電気課長  若彦トンネルがどんな経緯でつくられたかということからの御説明でよろし

いでしょうか。県の企業局ではクリーンエネルギーとしまして、県の施策の流れ

の中の太陽光と小水力の普及啓発というふうなことで取り組んでおります。その

中で開発支援室で技術支援をするとか、マップを配って、参考資料としてお配り

するとかしておりますが、その中の１つで、モデル施設を企業局としてつくって

いきましょうということで、２２年の４月に若彦トンネルが完成して運転をして

おります。経緯は、土木で若彦トンネルの工事をしたときに、豊富な湧水が出た

ので、その有効活用をするということで、何とおりか検討はされたようですが、

発電に使っていくのが一番いいだろうということで、企業局でモデルの発電所と

いうことで建設をした内容になっております。以上です。 

 

齋藤委員  これだけの投資をして、機械の投資もございますが、採算的な数字はいかがで

すか。 

 

仲山電気課長  採算はとれるということで、発電所を現在、運用しておりますが、企業局全体

で２０の発電所で東京電力にすべて卸供給をしているということの中で、一定期

間、減価償却期間で投資した資本が回収できるような格好で電気料金を決めて電

気を売っているという状況でございますので、コストは回収していく、回収でき

るということでスタートしております。 

 

齋藤委員  コストは回収できるという見通しであればいいわけですが、無駄な投資をする

ということも、これはいかがなものかと思います。 

（ダム使用権について） 

  それからもう１つ、３３ページの無形固定資産の関係で、ダムの使用権があり

ますが、使用権はダム、電力会社に水を売るという考え方でいいんですか。 

 

仲山電気課長  これは広瀬発電所の欄の使用権のところだと思われますが、広瀬発電所につき

ましては、笛吹川総合開発事業でダムを構築しまして、多目的ダムとして建設を

されております。その中で、企業局のほうで負担分、アロケーションを支払って

おりますので、その分を無形固定資産として計上しております。 

 

齋藤委員  わかりました。 

（温泉事業会計について） 

  それと、もう１つお伺いしたいのは温泉事業の関係ですが、営業収益の中で決

算額と増減比較で１,５２１万５,０００円という、この減額の予算が計上されて
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おりますが、これは、温泉事業の中でこれだけのマイナスが出ているという考え

方でいいのか、その辺についてお聞かせください。 

 

山縣総務課長  ４１ページの営業収益の一番右側の欄ということでよろしいでしょうか。 

 

齋藤委員  はい。 

 

山縣総務課長  これは温泉事業の営業収益、これはほとんどがまさに温泉給湯料金でございま

すけれども、当初予算で予定された１億５ ,６７３万円余に対して、結果的に２

２年度の温泉給湯料は１億４ ,０００万円程度となって、結果として使用料が予

算に比べて１,５２０万円減ったということでございます。 

 

齋藤委員  そうすると、使用量が減ったということなのか、料金が何か改定で減ったのか。 

 

山縣総務課長  温泉の料金の単価とか仕組みは変わっておりませんので、その１,５００万円

余の減額は、温泉の使用量が減ったと。そういったことによる減収でございます。 

 

齋藤委員  使用量が減ったというと、やっぱりこれは何ていうのか、観光客の減少に伴う

温泉のそれぞれの使用量が減ったという解釈でよろしいでしょうか。 

 

山縣総務課長  委員がおっしゃるとおりでございまして、これは観光部で発表している数字で

すと、２２年度の石和温泉街への観光客が約７８万人となっています。比較しま

すと、２１年度は９７万人という状況です。もっとさかのぼれば、平成９年、１

０年ごろには１４０万、１３０万人という、そういう状況でしたので、観光客が

減ってきている。それから、観光客が減ってきている関係で、ホテルや旅館も、

当然それはお客さんが減りますから経営努力をする。その経営努力の中の１つの

パターンとして、温泉をむだに使わない。つまり、いわゆるかけ流しという言葉

がよく使われていますけれども、かけ流しは結果的には温泉をむだに使うことに

なりますので、そういうことをやめて循環方式にするとか、そういった、いわゆ

るホテル側の努力、経営努力と実際に観光客が減っていると。それらが合わさっ

て、結果的に企業局の温泉料の収入も減ってきているということでございます。 

 

以 上  

 

決算特別委員長  石井 脩德 


